
　３月６日、第６２回阿久比中学校卒業式が行われました。卒業の歌『旅立
ちの日に』を歌う卒業生の中には、こらえきれずに涙ぐむ生徒も見られ、２３５
人が学びやから巣立っていきました。

No. 979

“涙の卒業式” 

主な内容 

定額給付金・子育て応援特別手当 

税金の話 

ページ 

　定額給付金と子育て応援特別手当
給付の準備を進めています。 

　今年は３年に一度の固定資産税の評価替
えの年です。固定資産税をＱ＆Ａで紹介。 

まちの話題 
　卒業式や卒園式、消防団観閲式の
話題などを紹介。 

□ 6

あぐいぶらり旅 
　三つ葉葵の紋を確認。「頭が高い。
控えおろう」…。 

□ １６ 

□ 3

□ 2
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給付（支給）対象者は  
給付（支給）対象者は、平成２１年２月１日（基準日）にお

いて次のいずれかに該当する方です。 
①　阿久比町の住民基本台帳に登録されている方 

②　阿久比町の外国人登録原票に登録されている方 

 
景気後退下での住民の不安に対処するた

め、住民への生活支援を行い、住民に広く給付するこ
とで、地域の経済対策を目的としたものです。 
　給付対象者一人につき１２,０００円（ただし、基準日におい
て６５歳以上の方および１８歳以下の方については、

一人につき２０,０００円です。）を給付する 
ものです。 

子育て応援特別手当とは 定額給付金とは  
平成２０年度限りの緊急措置と

して、幼児教育期（小学校就学前３年
間、生年月日が平成１４年４月２日から平
成１７年４月１日までの子ども）で第２子
以降の子一人につき、３６,０００円を支
給するものです。 

□問い合わせ先　定額給付金　総務部総務課　fl（４８）１１１１（内２３７） 
　　　　　　　　子育て応援特別手当　民生部住民福祉課　fl（４８）１１１１（内２２６） 

申請および給付（支給）の流れれ 申請および給付（支給）の流れ 申請および給付（支給）の流れ 
　給付および支給までの手続きなどは、次のとおりです。
①　阿久比町から受給権者（世帯主）の方宛に、申請書などを郵送します。
　　注）子育て応援特別手当については、申請書が郵送されなくても対象となる場合（別居の子どもがいる場合など）もありま
　　　すので４月になってから役場住民福祉課に問い合わせてください。

②　受給権者（世帯主）の方は、申請書に必要事項を記入の上、次の添付書類を添えて、申請書に同封の返信用封筒に入れ、早めに
　役場まで返送してください。申請期間は受け付け開始から６カ月（平成 ２１ 年４月１日～ １０ 月１日を予定）となっています。
　　〔添付書類〕
　　ア　原則写真付きの公的身分証明書（運転免許証、住基カードなど）の写し
　　イ　受給権者（世帯主）名義の金融機関の通帳（口座名と口座番号のわかるもの）の写し

③　提出された書類の審査を行い、指定された口座へ振り込みにより給付（支給）します。定額給付金の振り込みは４月下旬から
　順次行う予定です。子育て応援特別手当の初回振り込みは５月中旬～下旬を予定しています。
　　※　支払い方法は、口座振込みが原則となります。
　　　　なお、ゆうちょ銀行への口座振り込みは、他の金融機関よりも日数がかかります。
　　　　現金による交付は、振り込みによる給付が困難な場合に限らせていただきます。

○　市町村や総務省などがＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現金自動預払機）の操作をお願いすることは、絶対にありません。
○　ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
○　市町村や総務省などが、「定額給付金」の給付のために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
○　その他不審な点がありましたら、半田警察署�（２１）０１１０または役場�（４８）１１１１まで連絡ください。
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固定資産税Q&AQ&A

　固定資産税・都市計画税を第１期分の納期限４月３０日
（木）までに全期分まとめて納付する場合、報奨金が年間
の税額から差し引かれます。 
　４月３０日の納期限を過ぎると、報奨金制度の適用が受
けられなくなりますので、ご注意ください。 
　納付書は、前納制度が利用できるように、全期分と各納
期（第１期～第４期）分をまとめた冊子を送付します。 
　口座振替を利用している方は、４月３０日（木）に、登録
の口座から振り替えますので、預貯金残高を確認してくだ
さい。 

固定資産税・都市計画税の前納制度 

□問い合わせ先 
　税務課固定資産税係　fl（４８）１１１１（内２１８） 

土地・家屋の課税でよくある質問を紹介します。 

固定資産税Q&AQ&A固定資産税Q&A
問　固定資産税の評価替えとは何でしょうか。その時期
　はいつでしょうか。 
答　「固定資産の価格（評価額）の見直し」のことをいい
　ます。 
　毎年度、評価替えを行い「適正な時価」をもとに課
税を行うことが理想です。しかし、膨大な量の土地・
家屋について評価を毎年度見直すことは、実務的に不
可能であることから、原則として３年間評価額を据え置
く制度、言い換えれば、３年ごとに評価額を見直して
います。 
　３年に一度の評価替えの年度を「基準年度」といい、
平成２１年度が評価替えの基準年度となります。 
　土地の価格については地価の下落があり、３年間据
え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、
評価を修正できることになっています。 

問　地価が下落して土地の評価も下がっているのに土地
の税額が上がりました。おかしくないでしょうか。 
答　バブル景気といわれた時期に、土地の価格が急激に
上昇したため、一般の土地取引の指標である地価公示価
格（国土交通省）も著しく上昇しました。その結果、地
価公示価格と固定資産税評価額（市町村）の間に大きな
格差ができました。格差を少なくし、公的土地評価の均
衡と適正を図るため、平成６年度の評価替えから、地
価公示価格の７割程度を目安とした評価を行うことと
なりました。 
　そのため、評価額が大幅な上昇となりました。しか
し、評価額が２倍、３倍になったからと言って、税額
を２倍、３倍にしたのでは、税の負担が急に大きくなっ
てしまいます。緩和措置として、毎年少しずつ税額を上
昇させていく制度（負担調整措置）が取られました。 
　具体的には、税額算出の基礎となる課税標準額を毎
年引き上げる方法を取っています。評価額が下落した
今も、課税評価額に対してまだ低い水準にある土地は、
毎年、課税標準額を評価額に近づけていくため税額が
上がります。 

問　新築住宅には軽減措置があると聞きましたが。 
答　専用住宅や併用住宅（居住部分の割合が２分の１以
上のもの）を新築した場合、一定の要件を満たせば、
居住部分の床面積のうち１２０平方メートルまでの部分
にかかる税額が２分の１に減額されます。 
　一般住宅の場合の適用期間は、新築後３年度分（中
高層耐火建築物は５年度分）に限ります。 

問　住宅用地の特例措置とは何でしょうか。 
答　専用住宅や併用住宅の敷地として使用されている土
地（住宅用地）の税負担を軽減する制度です。 
　住宅一戸当たり２００平方メートルまでの課税標準額
を価格の６分の１とし、２００平方メートルを超える住
宅の床面積の十倍までの課税標準額を価格の３分の１
とする特例措置です。 

問　昨年度から固定資産税が急に上がりました。なぜで
　しょうか。 
答　次のような場合が考えられます。 
①住宅の敷地として使用していたが、住宅を取り壊し
　たため、住宅用地の特例措置がなくなり、本来の税
　額に戻った場合。 
②新築住宅に対する減額措置の適用期間が終了したこ
　とにより、本来の税額に戻った場合。 

問　今年の２月に所有していた土地と家屋を売却して、登
記名義の変更手続きも終了しました。４月に納税通知
書が送付されてきました。なぜ、課税されるのでしょ
うか。 
答　固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）現在の登
記簿または固定資産税課税台帳に記載されている所有
者に課税されます。 
　年の途中の売買で所有者でなくなった場合でも、そ
の年の１月１日現在の所有者が、その年度の固定資産
税を納める義務がありますので、納税通知書が届いた訳
です。 

問　私の父は、今年の３月に死亡しました。父名義の固定
　資産税はどうなるでしょうか。 
答　土地・家屋の所有者（納税義務者）が亡くなった場
合は、通常、法務局で相続登記を行うことになります。
相続登記を来年１月１日（賦課期日）までに済ませた場
合は、来年度からその登記名義人に課税されます。 
　相続登記が終了しない場合は、相続人全員が連帯納
税義務者となって固定資産税を納付していただくこと
になります。その場合、相続人の代表者（納税通知書
を受領していただく方）を指定する「相続人代表者指
定届」を提出してください。相続人代表者へ納税通知
書を送付させていただきます。 
　この届出は固定資産税の納税に関するもので、届出に
よって法的に相続が確定するものではありません。 
※　今年度の固定資産税は、相続する方が納税義務を引
　き継ぐことになります。未登記の家屋がある場合は「未
　登記家屋所有者異動届出書」を提出してください。 
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○
対
象
と
な
る
方

　

阿
久
比
町
に
住
所
が
あ
る
方
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
の
う
ち
、
取

り
付
け
を
希
望
す
る
世
帯
と
し
ま
す
。

①　

満
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
で

構
成
さ
れ
る
世
帯

②　

身
体
障
害
者
手
帳
三
級
以
上
の
方
が

属
す
る
世
帯

③　

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
三
級
以

上
の
方
が
属
す
る
世
帯

④　

療
育
手
帳
Ｂ
判
定
以
上
の
方
が
属
す

る
世
帯

⑤　

母
子
世
帯
で
義
務
教
育
就
学
中
ま
た

は
就
学
以
前
の
子
供
が
属
す
る
世
帯
。

た
だ
し
、
義
務
教
育
終
了
後
の
子
ど
も

が
い
る
場
合
に
は
対
象
外

⑥　

愛
知
県
特
定
疾
患
医
療
給
付
を
受
給

し
て
い
る
方
の
う
ち
、
重
症
患
者
の
認

定
を
受
け
て
い
る
方
が
属
す
る
世
帯

⑦　

①
〜
⑥
に
準
ず
る
世
帯
で
、
障
害
者

手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
世

帯
で
、
税
法
上
の
特
別
障
害
者
控
除
に

該
当
す
る
方
が
属
す
る
世
帯

○
申
し
込
み
方
法
（
手
順
）

①　

印
鑑
を
持
参
し
て
防
災
交
通
課
窓
口

で
配
布
す
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。
閉
庁
日
を
除
く
十

一
月
三
十
日
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

②　

取
り
付
け
を
希
望
す
る
家
具
な
ど
の

下
見
の
日
程
を
調
整
す
る
た
め
、
後
日
、

防
災
交
通
課
か
ら
電
話
連
絡
し
ま
す
。

③　

町
が
委
託
契
約
し
た
施
工
業
者
と
一

緒
に
防
災
交
通
課
担
当
者
が
訪
問
し
、

家
具
な
ど
の
下
見
を
し
ま
す
。

④　

施
工
業
者
と
取
り
付
け
作
業
日
時
を

決
定
し
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
の
は
、
居
住
す
る
家
屋
の

寝
室
や
居
間
な
ど
に
設
置
し
て
あ
る
家
具

（
洋
服
ダ
ン
ス
・
和
ダ
ン
ス
・
食
器
戸
棚

な
ど
）
で
す
。
家
電
や
仏
壇
は
対
象
外
で

す
。
一
世
帯
四
点
ま
で
町
で
費
用
を
負
担

し
ま
す
。

　

金
具
の
種
類
は
、町
が
指
定
す
る
チ
ェ
ー

ン
や
Ｌ
型
金
属
金
具
な
ど
を
使
用
し
、壁
・

柱
な
ど
に
固
定
し
ま
す
。
固
定
す
る
た
め

に
家
具
な
ど
の
移
動
が
必
要
な
場
合
は
、

各
家
庭
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

１０７ 
防災交通課 
fl（４８）１１１１ 
（内２０８） 

ニュース 

ま
ち
づ
く
り 
安

全

で

住

み

よ

い

 
　防災行政無線が聞き取りにくい場合は
�（４８）７０３０へ問い合わせてください。最新
のメッセージを聞くことができます。

行政無線情報は電話でも

大地震に備えて 大地震に備えて 大地震に備えて 大地震に備えて 
家具転倒の防止金具を 
　　　　無償で取り付けます 
家具転倒の防止金具を 
　　　　無償で取り付けます 

　

町
で
は
、
地
震
発
生
時
の
家
具
の
転
倒

防
止
に
よ
る
死
亡
・
負
傷
な
ど
を
減
ら
す

た
め
に
、
対
象
と
な
る
家
庭
の
家
具
転
倒

防
止
金
具
を
無
償
で
取
り
付
け
ま
す
。
平

成
十
八
年
度
は
十
三
件
、
十
九
年
度
は
三

十
二
件
、
二
十
年
度
は
十
三
件
実
施
し
ま

し
た
。
二
十
一
年
度
は
五
十
件
分
実
施
す

る
予
定
で
す
。

�

�

�

�
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　阿久比町消防団長榊原和宏さんが、消防庁長官表彰で
最高位の功労章を受章されました。
　功労章は防災の普及などに特に功績のあった消防職員
や団員に授与されます。
　榊原さんは昭和５５年に消防団に入団し、平成１４年から
消防団長を務めています。平成１２年の東海豪雨の際には
避難誘導などに尽力し、昨年は県消防操法大会で町消防
団を悲願の初優勝に導くなど多くの功績があります。
　「栄誉ある表彰が受けられたのも、多くの団員の協力の
おかげです。これからも町民の生命と財産をしっかりと
守っていきます」と力強く受章の喜びを話していました。

おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめででででででででででででででででででででででででででででででででででででででととととととととととととととととととととととととととととととととととととととううううううううううううううううううううううううううううううううううううううごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごござざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすおめでとうございます
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44444444444444 月月月月月月月月月月月月月月 11111111111111 日日日日日日日日日日日日日日～～～～～～～～～～～～～～1111111111111100000000000000日日日日日日日日日日日日日日4月1日～ 10 日
犯罪にあわない
　　　　犯罪を起こさせない
　　　　　　　　犯罪を見逃さない

　新しい年度を迎えました。希望に胸を膨らませて入学、入園する子どもたち、新たに働き始めた方たち、
あるいは異動により職場を変わった方も多くみえると思います。早く新しい環境に慣れ、順調なスタートを
きるためにも犯罪に遭わないように気を付けることが大切です。
　気持ちの改まったときだからこそ、身の回りの防犯対策がしっかりとできているかどうかを確認し、万全
の態勢を日常化できるように習慣づけていくことが大切です。
　特に、新入学児童や園児は、身を守る力が弱いだけに、保護者をはじめ周りの大人の目で見守っていく必
要があります。この時期、地域での子どもの見守り活動を重点的に行っていただきたいと思います。また身
の回りの防犯対策について、今一度見直しをしてください。
　一人ひとりが高い防犯意識をもち、身近な対策を具体的に実践して、犯罪のない明るい町にしましょう。
取り組み内容
【子どもが被害者となる事件・事故の防止】
①　子どもと一緒に「こども１１０番の家」の場所を確認しておきましょう。
②　子どもが出掛けるときは、必ず行き先を告げさせるようにしましょう。
③　危険な目に遭ったときは、逃げる、大声で助けを呼ぶように教えましょう。
④　地域ぐるみで子どもを守りましょう。
【住宅対象侵入盗の防止】
①　短時間の外出でも鍵をしっかり掛けましょう。
②　ドアにはドアチェーンなどを付け窓やドアは、できるだけ２ロックにしましょう。
③　門灯や玄関灯を一晩中つけるなど、家の周りを常に明るくしましょう。
④　隣近所で声を掛け合い、地域ぐるみであいさつ運動をしましょう。
【自転車盗および自動車関連盗の防止】
①　路上駐輪が狙われます。路上などに放置せず、明るく管理の行き届いた駐輪場に駐輪しましょう。
②　自転車は、備え付けのカギだけでなく、二つめのカギを使って２ロックしましょう。
③　防犯登録をしましょう。登録シールは盗難防止の視覚的効果があります。
④　車から離れるときは必ずエンジンキーを抜き、ドアロックをして、窓は完全に閉めましょう。
⑤　車内に荷物を置かないようにしましょう。
⑥　照明施設が整っている明るく、管理された駐車場を利用しましょう。
【振り込め詐欺の被害防止】
①　電話による金の要求に対しては、「すぐに振り込まない」「一人で振り込まない」を徹底しましょう。
②　落ち着いて話を聞き、要点をメモしたら一旦電話を切り、家族や警察に相談しましょう。
③　電話の近くに連絡表（相談する家族の連絡先・警察署電話番号）を張っておきましょう。
④　家族で話し合って、連絡方法を確認したり、あらかじめ合言葉を決めたりしておきましょう。

44444444444444 月月月月月月月月月月月月月月 66666666666666 日日日日日日日日日日日日日日～～～～～～～～～～～～～～1111111111111155555555555555日日日日日日日日日日日日日日4月6日～ 15 日渡れそう
　　　今なら行けるは　もう危険
　　　　安全にゆっくり走ろう知多半島
　４月は不慣れな環境の下、通学や通勤で、交通事故の発生が心配されます。この時期は気候も良くなり、高
齢者が朝夕の散歩などで外出したり、歓送迎会や花見のシーズンで飲酒の機会が増えたりして、高齢者や飲
酒運転による交通事故の発生も心配されます。
　春の交通安全県民運動で、交通安全に対する意識を高めて、交通事故の防止に努めてください。
重点目標
【子どもや高齢者を交通事故から守りましょう】
○家庭では　・　自宅付近の危険個所を子どもや高齢者に具体的に示し、交通安全について話し合いの機会を持ちましょ
　　　　　　　う。
○運転者は　・　歩行中や自転車利用中の子どもや高齢者を見掛けたら、スピードを落とし、十分に注意しましょう。
【飲酒運転を根絶しましょう】
○家庭では　・　飲酒運転による事故の悲惨さと責任の重大さについて、家族で話し合う機会を持ちましょう。
　　　　　　・　飲酒の予定がある日の帰宅の方法について話し合っておきましょう。
　　　　　　・　行楽の行き帰りには、運転手には絶対に飲酒をさせないようにしましょう。
○運転者は　・　飲酒を伴う会合などへの出席は、公共の交通機関を利用したり、代行運転や家族の送迎を依頼したりし
　　　　　　　ましょう。
　　　　　　・　飲酒運転は、被害者、加害者のいずれの人生をも狂わせる社会的犯罪であることを自覚しましょう。
【自転車の安全利用を進めましょう】
○家庭では　・　交通ルールを守ることの大切さについて家族で十分に話し合い、ヘルメットの着用を心掛け、特に子ど
　　　　　　　もには着用を徹底しましょう。
○運転者は　・　交通ルールを守り、歩道を通行するときには歩行者優先を徹底しましょう。
【すべての座席のシートベルトとチャイルドシートを正しく着用しましょう】
○家庭では　・　「カチッと１００！」を合言葉にすべての座席のシートベルト着用を発進の合図にするなど、家族みんなで
　　　　　　　１００パーント着用を目指しましょう。
　　　　　　・　子どもの体格に合ったチャイルドシートを選び、正しい使用を習得しましょう。
○運転者は　・　同乗者にもシートベルト着用を徹底しましょう。
　　　　　　・　チャイルドシートの使用と座席への正しい取り付けを徹底しましょう。
【広めよう交通安全スリーＳ運動】
○家庭では　・　交通安全スリーＳ運動について家族で話し合う機会を多く持ちましょう。
○運転者は　・　運転の際には、交通安全スリーＳ運動を常に念頭におき安全運転に心掛けましょう。
交通安全スリーＳ運動
～自動車、自転車運転者の心得～
ストップ（Ｓｔｏｐ）…赤信号はストップ、一時停止場所でストップ、飲酒運転をストップ
スロー（Ｓｌｏｗ）…見通しの悪い交差点での速度をスロー、高齢者や子どもを見たら速度をスロー
スマート（Ｓｍａｒｔ）…運転中は携帯電話をしない、急発進・空ふかしをしない、シートベルトは正しく着用し、思い
　やりにあふれたスマート運転をしましょう
「交通事故死ゼロを目指す日」（全国運動）
４月 １０ 日（金）は、県内一斉大監視を行います。　※反射タスキを防災交通課で無料配布しています。
□問い合わせ先　防災交通課�（４８）１１１１（内２７７）
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�������
　

三
月
、
町
内
の
中
学
校
、
小
学
校
で
卒
業
式
、
幼
稚
園
、
保
育
園
で
卒
園
式

が
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
ま
し
た
。
中
学
校
で
二
百
三
十
五
人
、
小
学
校
で
二
百
五

十
三
人
、
幼
稚
園
で
五
十
一
人
、
保
育
園
で
百
七
十
六
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校

や
園
か
ら
巣
立
ち
ま
し
た
。

校長から一人ずつ卒業証書を受け取る卒業生

　

阿
久
比
中
学
校
の
卒
業
式
で
は
、
校
長

が
式
辞
で
「
阿
中
の
卒
業
生
で
あ
る
と
自

分
に
自
信
を
持
ち
、
目
標
を
持
っ
て
人
生

を
進
ん
で
も
ら
い
た
い
」
と
は
な
む
け
の

言
葉
を
贈
り
ま
し
た
。
卒
業
生
を
代
表
し

て
竹
内
恒
太
君
は
「
三
年
間
、
大
切
な
思

い
出
が
で
き
ま
し
た
。
先
生
、
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
、
た
く
さ
ん
の
『
力
・
優
し
さ
・

愛
』
を
あ
り
が
と
う
。
今
と
て
も
幸
せ
を

感
じ
て
い
ま
す
」
と
涙
で
声
を
詰
ま
ら
せ

な
が
ら
も
力
強
く
語
り
ま
し
た
。

　

卒
業
生
た
ち
は
、
三
年
間
の
数
え

切
れ
な
い
思
い
出
を
胸
に
、
中
学
校

を
卒
業
し
て
い
き
ま
し
た
。

感謝の気持ちを書いた手紙を保護者へ手渡す卒業生

修了証書を園長から受け取るほくぶ幼稚園卒園児

英比小学校を卒業していく子どもたち
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　次の皆さんが優良消防団員として表彰されました。
（敬称略）

　▽消防功労者消防庁長官表彰　功労章　榊原和宏
（団長）▽半田警察署管内消防警察協議会長表彰　
舟橋洋雅（第１分団団員）榊原伸洋（第２分団部長）
橋村仁生（同団員）古川真（第３分団団員）佐藤貴
浩（第５分団団員）▽阿久比町長表彰　功績章　竹
内友寿（第４分団副分団長）　功労章　中里良人（第
１分団団員）青木良仁（第２分団団員）皆川和樹（第
３分団班長）近藤亮（第５分団団員）▽阿久比町消
防団長表彰　高橋光（第１分団団員）山下敦志（第
２分団団員）竹内登（第３分団団員）新海正智（同）
岩田康治（第４分団団員）滝塚裕之（第５分団団員）

　阿久比町消防団観閲式が３月８日、阿久比スポー
ツ村第２駐車場で開かれました。
　町内５つの分団が参加して、観閲、分列行進、消
防操法、小隊訓練、放水訓練などを行い、日ごろの
訓練の成果を来賓の前で披露しました。

オアシススケッチ オアシススケッチ オアシススケッチ 

あなたは写っていませんか。もし写っていれば、写真をおわけしますので連絡ください。　　企画財政課�（４８）１１１１（内３０３）

●自分たちが作った童話作品を読み聞かせ

町立図書館で活動する創作童話の会「しろやま」の
会員による親子講座が、３月１４日町立図書館で開かれ
ました。
童話の会は月に１回図書館へ集まり、童話作りに取
り組んでいます。自分たちの作品を多くの皆さんに
知ってもらう機会になればと、この日は会員が童話を
絵本や紙芝居などにまとめて、親子らに披露しました。
会員らは「集まってくれた皆さんが喜んで聞いてく
れたのでうれしかった。毎年この講座が続けられるよ
う頑張って童話作りに励みたい」と話していました。

童話の読み聞かせに聞き入る親子ら

●卒業を給食で祝う

小学校を卒業する６年生を給食で祝おうと、給食セ
ンターが３月１２日、「卒業お祝い給食会」を町内の４つ
の小学校で企画しました。
この日は子どもたちが大好きなカレーライスや特別

メニューの「フライドチキン」や「エビフライ」など
が用意され、バイキング方式で好きなものを選んで食
べました。
東部小学校の児童の中には、４月から九州の中学校

に通う男の子もいて「九州の学校では給食がなくて弁
当持ちです。６年間おいしい給食が食べられてよかっ
た」と感想を話し、最後となる給食をおいしそうに食
べていました。

食べたい給食を選ぶ東部小６年生児童
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■
行
政
評
価
と
は

　

行
政
評
価
と
は
、「
行
政
の
行
っ
て
い
る

さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
が
、
そ
の
費
用
に
見
合

う
だ
け
の
効
果
（
成
果
）
を
出
し
て
い
る

の
か
」、「
無
駄
や
重
複
に
な
っ
て
い
る
部

分
は
な
い
の
か
」
な
ど
と
い
っ
た
視
点
か

ら
行
政
の
仕
事
を
見
直
し
、
行
政
の
進
め

方
を
改
善
し
て
い
く
取
り
組
み
で
す
。

　

行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
る
こ
と

で
、
住
民
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
よ
り
よ
い

サ
ー
ビ
ス
を
効
果
的
・
効
率
的
に
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
、
目
標
を
明
確
に
し
て
客

観
的
な
評
価
を
行
い
、
そ
の
評
価
結
果
に

基
づ
く
改
善
を
次
年
度
以
降
の
計
画
、
実

施
に
反
映
さ
せ
る
も
の
で
す
。

■
行
政
評
価
の
導
入
目
的

　

本
町
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
三
つ

の
目
的
に
重
点
を
置
い
て
行
政
評
価
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

①　

施
策
、
事
務
事
業
の
改
善
・
改
革

　

行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
で
は
、
担
当
職
員

の
客
観
的
な
評
価
に
よ
る
改
善
・
改
革
の

提
案
、
お
よ
び
事
務
事
業
の
組
み
合
わ
せ

と
し
て
の
施
策
の
方
向
性
を
明
確
に
す
る

こ
と
で
、
計
画
・
実
施
・
評
価
・
改
善
の

サ
イ
ク
ル
を
確
立
し
て
い
き
ま
す
。

②　

職
員
の
意
識
改
革
と
政
策
形
成
能
力

の
向
上

　

行
政
評
価
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
を

目
的
そ
の
も
の
か
ら
見
直
し
ま
す
。
評
価

す
る
こ
と
に
よ
り
、
目
的
意
識
、
成
果
意

識
、
コ
ス
ト
意
識
と
い
っ
た
職
員
の
意
識

改
革
を
図
り
、
ま
た
、
評
価
シ
ス
テ
ム
を

継
続
的
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
職
員

の
政
策
形
成
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

③　

住
民
へ
の
説
明
責
任

　

行
政
評
価
で
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
た
こ
と
に
よ
り
住
民
が
ど
れ
だ
け
満

足
し
た
か
と
い
う
成
果
の
概
念
と
、
人
件

費
を
含
め
た
コ
ス
ト
と
成
果
の
関
係
を
評

価
し
、
改
善
・
改
革
を
検
討
し
ま
す
。

　

こ
の
結
果
を
住
民
に
公
表
す
る
こ
と
で
、

行
政
と
し
て
の
説
明
責
任
を
果
た
し
て
い

き
ま
す
。

■
行
政
評
価
の
取
り
組
み

　

自
分
た
ち
の
仕
事
を
今
ま
で
以
上
に
よ

く
知
り
、
よ
り
よ
い
事
務
事
業
に
し
て
い

く
と
い
う
前
向
き
な
取
り
組
み
に
よ
り
職

員
自
ら
が
考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
を
見

つ
め
直
し
、
よ
り
よ
い
行
政
に
変
え
て
い

く
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

　

行
政
評
価
は
、ま
ず
担
当
者
が
行
う「
事

務
事
業
評
価
」
と
総
括
管
理
す
る
課
長
が

行
う
「
施
策
評
価
」
の
二
段
階
で
行
い
ま

し
た
。

　

平
成
二
十
年
度
は
三
百
五
十
二
の
事
務

事
業
評
価
を
実
施
し
、
そ
れ
を
総
合
計
画

の
六
つ
の
施
策
大
綱
、
四
十
五
の
施
策
目

標
に
整
理
し
ま
し
た
。

　

結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

比　率件　数施　策　大　綱
６.０％２１第１節　魅力ある顔と丈夫な骨格をもったまち
１５.３％５４第２節　快適な暮らしのできるまち
２３.３％８２第３節　安らぎと安心した暮らしを支えられるまち
９.１％３２第４節　活力を生み出すまち
２３.９％８４第５節　誰もが生き生きと活躍できるまち
２２.４％７９第６節　計画的で高度な住民サービスを提供するまち
１００.０％３５２合　　　計

　施策評価により、「施策の目的・目標」、｢施策の評価 ｣、「施策の方向性」を洗い出しています。
各施策の目指すところ（目的）を明確にし、現状を客観的に分析することで、施策の方向性を明
示しています。
　今回示された改善の方向性は、次の通りです。

件数内　　　容改善の方向性
１６投入量（人・予算等）の拡大により、さらに大きな成果を求める。拡充

１５７
投入量（人・予算等）はそのままに、手段などの見直しによる、有効
性などの改善を図る。

改善

２投入量（人・予算等）の低減により、効率性の改善を図る。縮小
１７５現状の投入量（人・予算等）成果を維持する。現状維持
０事業そのものを民間など外部へ委託する。民間委託
２事業を一時的に取りやめ、様子を見る。事業を廃止する。廃止・終了

３５２合　　　計

平成２０年度の評価対象事務事業数
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【拡充】

担当課評価者のコメント事務事業名

建設課PR方法の工夫をして、住民に適切に情報を公表する。
土木施設の占用、使用、承
認工事などに関すること

環境衛生課
自然エネルギーを利用し温暖化防止を図るため、補助事業を推進す
る。

住宅用太陽光発電施設導
入促進事業

環境衛生課
広域でごみ処理を行っているが処分場など残余量がなく、今後、ご
みの増加に対応する施設の確保が必要となる。

ごみ処理事業

環境衛生課レジ袋の有料化について検討を行う。レジ袋有料化事業

環境衛生課
国、県と合わせ補助事業を実施している。今後、単独浄化槽からの
転換の促進をする。

合併処理浄化槽設置費補
助事業

防災交通課
避難場所などへ備蓄倉庫を順次設置していく。防災行政無線の難聴
区域の改善に努める。

災害対策施設整備事業

防災交通課
自主防災会を対象とした防災研修会を実施するとともに、全地区に
防災委員を創設した新しい自主防災会の育成に努める。

防災普及事業

上下水道課第３供給点建設に向けた準備を進める。水道拡張事務

環境衛生課
地域で自主的に健康づくりに取り組む人の割合を増やすためにも、
連絡会に対し支援の充実を図る。

健康づくり健康体操に関
する事業

環境衛生課
町で行う健診のほか、妊婦には５回、乳児には２回の健診代の補助
を行い、産婦検診の補助の検討をし、子育て支援をする。

母子保健乳幼児健診事業

住民福祉課新たな法律の施行による対応が必要となる。障害者自立支援事業
保険課成年後見センターとの連絡体制を強化する。権利擁護事業
産業課宮津地区および阿久比・矢高地区の土地改良事業の推進を図る。農地基盤整備事業
産業課工業用地の確保と企業誘致に努める。企業誘致関係事業

学校教育課町の主要な事業として今後拡充していく。
幼保小中一貫教育プロ
ジェクト事業

総務課
研修は、自己研鑽をする上で大変有効であり、重要であるので、で
きるだけ参加するよう努める。

職員研修事務事業

【縮小】

担当課評価者のコメント事務事業名
保険課後期高齢者医療制度へ移行。老人保健医療事務
学校教育課町の教育の現状を紹介する刊行物であるが、隔年の発行でよい。阿久比町の教育作成事務

【廃止・終了】

担当課評価者のコメント事務事業名

防災交通課
平成１９年度で廃止した交通災害共済事業の支払いは、平成２０年度で
終了した。

交通災害共済事業

企画財政課
多くの記念事業を実施し、住民とともに町制施行を祝うことは意義
深いことである。住民参加の記念事業を実施した。

町制５５周年記念事業

　施策の目的・目標、施策の評価、施策の方向性、事務事業の改善の方向性など、詳しい結果は阿久比町ホー
ムページ http://www.town.agui.lg.jp と企画財政課の窓口で公表しています。
□問い合わせ先　企画財政課企画電算係　�（４８）１１１１（内２０４）

　改善の方向性のうち、「拡充」、「縮小」、「廃止・終了」とされた事務事業は、次の通りです。

����
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長 寿 医 療 制 度  
７５歳以上の人および一定の障害があると認定された６５歳以上の人すべてが、 

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の被保険者です。 

年間保険料　　＝　　　　　　　　＋　（総所得金額等－基礎控除額）×　所得割率 
 均等割額 
（４０,１７５円） 

所得割額 
 

（○○○○円－３３万円）×７.４３％ 
 

　長寿医療制度（後期高齢者医療制度）では、皆さんの納める保険料が大切な財源となります。

　保険料率の決め方
　２年間の予測される医療費などの総額から、皆さんが病院などで支払う一部負担金や国・県・市町村からの
負担金、若年者の支援金などを差し引いた額が、保険料の総額となります。
　この保険料の総額から保険料率を決定します。

　保険料率は原則として県内均一ですが、一人当たりの老人医療費の平均が県内の平均に比べて低い市町村（新
城市・飛島村・東栄町・設楽町・豊根村）は保険料率が異なります。

　保険料の計算方法
　保険料は被保険者の個人ごとに計算され、全員に「等しく負担していただく部分（均等割額）と、それぞれ
の方の「所得に応じて負担していただく部分（所得割額）」との合計となります。所得割額は、被保険者の総所
得金額等から基礎控除額を引いた額に所得割率を掛けて計算します。
　どんなに所得が多い方でも保険料額は、一人当たり年間５０万円が最高となります。

平成２０・２１年度の保険料率
均等割額　　４０,１７５円
所得割率　　７.４３％　
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●所得が低い方
　①　所得が低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得水準によって次のとおり軽減されます。

・平成２１年４月からは、７割軽減（※２）が７割軽減と９割軽減に分かれ、４段階の軽減措置となります。

　※１　世帯主と、被保険者の合計額によって減額判定を行います。
　※２　平成２０年度は軽減措置により実質的に８.５割軽減

　②　所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が５８万円以下の方は、平成２０年度の所得割額
が原則一律５割に軽減されました。今回、その軽減期間が延び、平成２１年４月以降もその軽減措置が適用さ
れます。

●会社の健康保険などの被扶養者だった方
　これまで自分で保険料を払っていなかった会社の健康保険などの被扶養者の方は、被保険者の資格を得た月
から、２年間は保険料の均等割額が５割軽減されます（所得割額は課されません）。また、経過措置として平
成２２年３月末までの保険料は均等割額が９割軽減されます（所得割額は課されません）。

　保険料の納め方
　年金の受給額などにより、納付方法が異なります。

※　平成２０年途中で７５歳になった方や、県外から転入した方など、新たに被保険者となった方は、年金から特
別徴収されるまでは普通徴収となります。

　　　参考　昨年１０月１日までに７５歳になった方　　今年４月支給の年金から徴収
　　　　　　昨年１２月１日までに７５歳になった方　　今年６月支給の年金から徴収
　　　　　　今年２月１日までに７５歳になった方　　今年８月支給の年金から徴収
　　　　　　今年４月１日までに７５歳になった方　　今年１０月支給の年金から徴収
※　平成２１年度から保険料の納付が年金からの天引きの方でも、原則として口座振替に変更できるようになり
ました。

□問い合わせ先
　愛知県後期高齢者医療広域連合　�０５２（９５５）１２２７
　阿久比町役場保険課医療年金係　�（４８）１１１１（内２１５･２５７）

世帯（被保険者および世帯主）の総所得金額等軽減割合
「基礎控除額（３３万円）＋３５万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯２割軽減
「基礎控除額（３３万円）＋２４.５万円×世帯の被保険者数※１（被保険者である世帯主は除く）」を
超えない世帯

５割軽減

「基礎控除額（３３万円）」を超えない世帯７割軽減

「基礎控除額（３３万円）」を超えない世帯７割軽減
「基礎控除額（３３万円）」を超えない世帯で、かつ被保険者全員が年金収入８０万円以下の世帯
（その他各種所得がない場合）

９割軽減

納付時期納付方法対　象　者徴収方法

年金の支給月（偶数月）年金から天引き
特別徴収の対象となる１種類の年金受給額が年
間１８万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額
が年金受給額の２分の１を超えない方

特別徴収

７月から翌年２月まで
の年８回

納付書または
口座振替

上記以外の方普通徴収
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○ ３８ 

　生活習慣・学習習慣・食育研究部会で作成した「家庭、園・学校がともに育ち合うための手
引き」の中から、中学校子育てQ＆Aの一部を紹介します。家庭教育の参考にしてください。 

□問い合わせ先　学校教育課�（４８）１１１１（内２０２）

子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育てててててててててててててててててててててててて QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA子育てQ&A
Ｑ　「問題解決学習」はどんな力をつけるのですか。

　これからの時代は、
「問題解決学習能力」
が求められています。
　コンピュータの普及
によって社会は大きく
変わりました。それに
伴って、言われたこと
をきちんとやるだけの

仕事はコンピュータに任せ、機械では代われない、人間にしか
できない仕事が残ってきました。

　今までの教育は知識を正しく覚えて、必要に応じていかに正確に使うかという学習が
中心でした。
　これでは新しい時代に対応する力がつきません。どんな問題に出会っても、自分で課
題をはっきりさせ、解決していく力を身に付けた人間を育てる教育に重点が移ってきま
した。その力をつけさせるために注目されてきたのが、問題解決学習です。　

　特に学校では、協力しながら課題をつかんで解
決していく力を育てています。一人ひとりが課題
を解決していく力を身に付けるために、グループ
やクラスなど複数の人と協力し合って課題解決に
当たる場面を、学校教育の場に設定しています。

　各教科でも、選択授業でも、総合的な学習の時
間の中でも、課題をしっかりとつかんで、協力し合いながら解決する場面が増えてき
ます。
　その中で生徒一人ひとりの力を育て、リーダーシップや協力者としてのあり方も身
に付けていけるように努めています。

子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））
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子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育てててててててててててててててててててててててて QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

対　象：平成１８年４月２日以降に
　　　　生まれた未就園の子どもと
　　　　その保護者 
日　時：５月７日～１１月１２日（２０回）
　　　　（夏休み期間を除く） 
　　　　毎週木曜日　午前１０時～ 
場　所：中央公民館本館ほか 
講　師：子育てネットワーカーほか 
参加費：４,０００円（２０回１講座） 
定　員：１５組 

　工作や季節行事を通じ
て親子のふれあいを深め
てみませんか。 
　子育てネットワーカーや
保育士がお手伝いします。 
　親子で友達をつくって元
気いっぱい遊びましょう。 

■申し込み・問い合わせ先　社会教育課　fl（４８）１１１１（内２６２） 
　４月２０日（月）から２４日（金）まで電話で申し込みを受け付けます。申込者多数の場合は抽選を行いま
　す。（初めて参加される方を優先します。） 

ミニ運動会 

七夕 

クッキング 

　ふれあいの森の体育室で、玉いれやかけっこなど 
思いきり体を動かしましょう。 

　短冊に願いを込め、キレイな飾りをつくりましょう 
できた笹飾りは持ち帰りできますよ。 

　家で料理のお手伝いはちょっと・・・でも 
「ひろば」でなら大丈夫！火も使わず安心です。 

なぜ１９日？　育児のいく（１９）とかけて１９日としました。一人ひとりが積極的に子育て応援に取り組むこ
とで、毎日が子育てに優しい日となることが目標です。

どんな日？　子育て家庭で、職場で、地域で、県民一人ひとりが子育てを支えていく取り組みを積極的
に実施する日です。
・　子育て家庭　◎　早めに帰宅し、積極的に家事育児に参加しましょう。
　　　　　　　　◎　家族そろって食事を共にし、だんらんの機会をつくりましょう。
・　職場　◎　子育て中の部下や同僚が気兼ねなく退社できるよう声を掛けましょう。
・　地域　◎　妊婦や乳幼児連れの親子に、親切に対応しましょう。
　　　　　◎　電車やバスなどで席を譲りましょう。
　　　　　◎　ベビーカーでの階段の上り下りを手伝ったり、ドアの開閉に手を貸したり
　　　　　　しましょう。

□問い合わせ先　愛知県少子化対策推進会議　事務局：愛知県健康福祉部子育て支援課
　　　　　　　　〒４６０-８５０１　名古屋市中区三の丸三丁目１番２号
　　　　　　　　�０５２（９５４）６３１５　FAX０５２（９７１）５８９０

　愛知県少子化対策推進会議で毎月１９日を「子育て応援の日（はぐみん
デー）」とし、社会全体で子育てを応援する県民運動に取り組んでいくこ
とが決まりました。

はぐみん

子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））
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□問い合わせ先　環境衛生課保健係
　�（４８）１１１１（内３１１・３１２）

朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝
食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食
ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを
食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食
べべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべ
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皆
さ
ん
は
朝
ご
は
ん
を
食
べ
て
い
ま
す

か
。「
め
ざ
せ
！
ハ
ッ
ピ
ー
ラ
イ
フ
あ
ぐ
い

　

」
計
画
策
定
時
に
「
朝
食
を
ど
の
く
ら

２１い
の
人
が
食
べ
て
い
る
か
」
ア
ン
ケ
ー
ト

を
取
り
ま
し
た
。
グ
ラ
フ
は
そ
の
結
果
で

す
。朝食を食べますか 

青年期 
２０歳～３９歳 

壮年期 
４０歳～６４歳 

高齢期 
６５歳以上 

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００ ％ 

■ ほとんど毎日食べる 
■ 週４～５日食べる 
■ 週２～３日食べる 
■ ほとんど食べない 
■ 未記入 

８２.０ 

８８.８ 

９６.８ 

　
「
週
２
回
〜
３
回
食
べ
る
」「
ほ
と
ん
ど

食
べ
な
い
」
人
は
、
青
年
期
で
は
十
四
・

九
㌫
、
全
年
代
を
通
し
て
七
・
八
㌫
で
し

た
。

☆
朝
食
が
な
ぜ
大
切
な
の
で
し
ょ
う
か

　

脳
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
大
量
に
消
費
し
ま

す
。
夜
寝
て
い
る
間
に
も
消
費
し
て
い
て
、

朝
に
は
、
か
な
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
減
っ
た

状
態
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
朝
食
で

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
補
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

脳
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
不
足
だ
と
、
イ
ラ
イ

ラ
し
た
り
、
勉
強
や
仕
事
に
集
中
で
き
な

か
っ
た
り
す
る
な
ど
に
つ
な
が
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
寝
て
い
る
間
に
下
が
っ
た

体
温
を
上
げ
る
の
に
も
朝
食
が
必
要
で
す
。

　

体
重
が
増
え
る
こ
と
を
気
に
し
て
朝
食

を
取
ら
な
い
人
は
い
ま
せ
ん
か
。
朝
食
を

抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
昼
食
や
夕
食

を
食
べ
過
ぎ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
食

べ
な
く
て
も
「
太
り
や
す
い
体
質
」
に
な

り
ま
す
。

☆
朝
食
を
手
軽
に
、
お
い
し
く
食
べ
る
た

め
に

①　

規
則
正
し
い
生
活
リ
ズ
ム
を

　

朝
食
を
ゆ
っ
く
り
食
べ
る
に
は
、
時
間

に
余
裕
を
持
っ
て
起
き
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

夜
更
か
し
を
し
て
い
て
は
起
き
ら
れ
ま

せ
ん
。
朝
食
を
食
べ
る
に
は
、「
早
寝
、
早

起
き
」
が
基
本
で
す
。「
早
起
き
は
三
文
の

得
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
も
あ
り
ま
す
。
早

起
き
を
心
掛
け
、
ゆ
っ
く
り
と
食
事
を
取

り
ま
し
ょ
う
。

②　

朝
早
く
出
掛
け
る
人
は

　

前
日
の
夕
食
を
少
し
多
め
に
作
り
、
朝

の
食
事
を
作
る
時
間
と
手
間
を
省
き
ま

し
ょ
う
。

　

納
豆
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
、
果
物
、
ト
マ
ト

な
ど
、
調
理
せ
ず
に
食
べ
ら
れ
る
食
品
を

上
手
に
利
用
す
る
こ
と
も
一
つ
の
方
法
で

す
。
出
掛
け
る
時
間
が
早
く
て
、
ど
う
し

て
も
食
べ
る
時
間
が
な
い
場
合
は
、
現
地

に
着
い
て
か
ら
少
し
で
も
何
か
を
食
べ
て

く
だ
さ
い
。
歯
み
が
き
も
忘
れ
ず
に
。

③　

朝
起
き
た
と
き
、
お
な
か
は
す
い
て

　

い
ま
す
か

　

夜
の
遅
い
時
間
に
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
あ

る
食
事
を
取
る
と
、
翌
日
の
朝
の
食
欲
に

影
響
し
ま
す
。

④　

朝
食
も
数
品
の
食
品
を
食
べ
る
よ
う

　

に
し
ま
し
ょ
う

　

朝
食
は
食
べ
て
は
い
る
が
、
パ
ン
な
ど

の
主
食
を
一
品
と
コ
ー
ヒ
ー
だ
け
と
い
う

方
が
い
る
と
思
い
ま
す
。
朝
食
も
栄
養
バ

ラ
ン
ス
が
大
切
で
す
。
炭
水
化
物
だ
け
で

な
く
、
タ
ン
パ
ク
質
と
野
菜
類
（
海
藻
や

キ
ノ
コ
を
含
む
）
も
食
べ
る
よ
う
に
心
掛

け
ま
し
ょ
う
。

お詫びと訂正
　広報あぐい３月１日号と
一緒に配布した「保健セン
ター事業計画」に誤りがあ
りましたのでお詫びして
訂正します。
①６月 １８ 日
　誤）（火）　→　正）（木）
②７月 １０ 日（金）
　誤）受付時間１６：００～
　　　　　　　　　１９：００
　　　　　　↓
　正）受付時間１７：００～
　　　　　　　　　１９：００



広報あぐい　２００９年４月１日号

15

　

飼
い
犬
は
必
ず
登
録
（
一
生
涯
一
回
）

し
、
年
に
一
回
の
予
防
注
射
を
受
け
る
こ

と
が
、
狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

登
録
済
み
の
飼
い
犬
は
、
予
防
注
射
の

み
受
け
て
く
だ
さ
い
。
未
登
録
の
犬
や
、

新
た
に
犬
（
生
後
九
十
一
日
以
上
）
を
飼

い
始
め
た
方
は
、
登
録
と
予
防
注
射
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

□
料　

金

・　

登
録
料
金
一
頭
に
つ
き
三
千
円
で
す
。

・　

予
防
注
射
料
金
一
頭
に
つ
き
三
千
三

百
円
で
す
。

　

登
録
・
注
射
会
場
に
出
か
け
ら
れ
な
い

場
合
は
、
必
ず
獣
医
院
で
予
防
注
射
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
と
き
は
届
け
出
が
必
要
で
す

・　

飼
い
犬
が
死
亡
し
た
と
き
。

・　

飼
い
犬
、
飼
い
主
の
住
所
地
が
変

わ
っ
た
と
き
。

・　

飼
い
主
が
変
わ
っ
た
と
き
。

登
録
・
注
射
会
場
に
出
か
け
る
と
き
は

・　

首
輪
が
抜
け
な
い
よ
う
に
十
分
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

・　

犬
の
鑑
札
、
予
防
注
射
証
は
必
ず
首

輪
に
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

・　

予
防
注
射
通
知
書
が
届
い
て
い
る
場

合
は
、
必
ず
会
場
へ
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

・　

獣
医
院
で
受
け
る
場
合
も
、
予
防
注

射
通
知
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

環
境
衛
生
課　

�
（
４
８
）
１
１
１
１
（
内
３
１
７
）

　
　

犬
の
散
歩
に
は
必
ず
フ
ン
の
後
始

末
が
で
き
る
用
意
を
し
て
出
掛
け
、

飼
い
主
が
責
任
を
も
っ
て
持
ち
帰
り
、

処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

実施会場受付時間 期    日実施会場受付時間期    日

萩老人憩の家 ９：３０～ ９：５０

５月２１日（木）

高根台集会所 ９：３０～１０：１０

４月２３日（木）

宮津山田集会所１０：００～１０：４０日生コーポ原前１０：２０～１０：５０

福住園高台東公園１１：００～１１：３０白沢台中央公園１１：００～１１：３０

高根台集会所１３：００～１３：３０白沢公会堂１３：００～１３：３０実施会場受付時間期    日

白沢区民館１３：４０～１４：１０草木公民館１４：００～１５：１０横松公民館 ９：３０～ ９：５０

４月２２日（水）

草木公民館１４：３０～１５：１０図書館駐車場１０：００～１０：４０

４月２４日（金）

宮津公民館１０：００～１０：４０

図書館駐車場 ９：５０～１０：２０

５月２２日（金）

矢口公民館１１：００～１１：３０宮津山田集会所１０：５０～１１：３０

丸山公園武道場１０：３０～１１：００植公民館１３：００～１３：５０阿久比団地内公園１３：００～１３：３０

高岡老人憩の家１１：１０～１１：３０大古根公民館１４：００～１４：３０福住老人憩の家１３：４０～１４：１０

植公民館１３：００～１３：４０保健センター１４：４０～１５：１０板山公民館１４：２０～１５：００

保健センター１３：５０～１４：２０

　

家
庭
の
台
所
な
ど
か
ら
排
出
さ
れ
る
生

ご
み
の
減
量
化
と
有
効
利
用
を
図
る
た
め
、

生
ご
み
堆
肥
化
装
置
の
購
入
費
に
対
し
、

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

□
対　

象

　

生
ご
み
堆
肥
化
装
置
（
容
器
・
処
理
機
）

□
補
助
対
象
者
な
ど

　

阿
久
比
町
在
住
の
方
で
、
一
世
帯
に
つ

き
処
理
機
と
容
器
そ
れ
ぞ
れ
一
回
限
り
で

す
。
容
器
に
つ
い
て
は
、
一
回
に
二
基
ま

で
対
象
と
な
り
ま
す
。

□
補
助
金
の
額

　

処
理
機
・
容
器
と
も
購
入
金
額
の
二
分

の
一
。
た
だ
し
、
処
理
機
に
つ
い
て
は
二

万
円
、
容
器
に
つ
い
て
は
千
円
を
限
度
と

し
ま
す
。

□
申
請
方
法

　

購
入
予
定
の
方
に
は
、
環
境
衛
生
課
窓

口
（
保
健
セ
ン
タ
ー
一
階
）
で
申
請
書
を

配
布
し
ま
す
。
申
請
書
の
裏
面
に
販
売
店

で
販
売
証
明
を
し
て
も
ら
い
、
領
収
書
を

添
付
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

補
助
金
の
交
付
は
、
口
座
振
替
と
な
り

ま
す
の
で
、
請
求
書
に
所
定
の
事
項
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。（
申
請
の
際
に
は
、
印

鑑
と
口
座
番
号
の
分
か
る
も
の
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。）

□
問
い
合
わ
せ
先　

環
境
衛
生
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
３
１
７
）
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「
萩
常
夜
燈
」
へ
行
く
。
県
道
南
粕
谷

半
田
線
沿
い
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
近
く

の
一
角
に
建
つ
。

萩
地
区
の
寄
付
者
に
よ
り
、
大
正
五
年

一
月
に
造
ら
れ
た
。
土
台
の
部
分
に
石
が

積
み
上
げ
ら
れ
、
見
上
げ
る
ほ
ど
立
ち
の

高
い 
灯  
籠 
。

と
う 
ろ
う

伊
勢
神
宮
へ
の
献
灯
目
的
で
建
造
さ
れ

た
常
夜
燈
は
、
伊
勢
の
国
、
現
在
の
三
重

県
を
望
む
方
角
に
「
伊
勢
大
神
宮
」
と
刻

ま
れ
た
文
字
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
灯
り

は
昭
和
十
五
年
こ
ろ
ま
で
毎
晩
と
も
さ
れ

て
い
た
よ
う
だ
。

常
夜
燈
の
い
わ
れ
を
知
る
人
が
い
な
い

か
探
す
た
め
に
、
細
道
を
北
へ
向
か
う
。

地
蔵
が
ま
つ
ら
れ
る
お
堂
の
前
で
、
楽
し

そ
う
に
会
話
を
す
る
二
人
の
女
性
に
出
会

う
。
年
齢
を
聞
く
と
七
十
九
歳
と
七
十
三

歳
。「

ま
ん
だ
私
た
ち
若
い
で
、
ま
っ
と
年

取
っ
た
人
に
聞
く
と
、え
え
か
も
よ
」。「
嫁

い
で
、
五
十
年
以
上
経
つ
け
ど
、
詳
し
い

こ
と
は
知
ら
ん
ね
え
。
み
ん
な
待
ち
合
わ

せ
場
所
に
し
と
る
け
ど
ね
」。

笑
う
と
目
尻
に
し
わ
が
寄
る
、
と
て
も

チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
二
人
に
話
が
聞
け
た
。

常
夜
燈
の
存
在
自
体
は
薄
ら
い
で
い
る
が
、

目
印
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ

う
だ
。

次
に
「
萩
の
庚
申
さ
ん
」
に
向
か
っ
た
。

通
称
�
萩
の
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
�
と
呼
ば
れ

る
カ
ー
ブ
の
多
い
、
坂
道
を
上
り
切
っ
た

場
所
左
手
に
二
つ
の
お
堂
が
並
ぶ
。
西
を

向
い
て
、
右
に
「 
庚  
申 
像
」、
左
に
「

こ
う 
し
ん

 
役 

え
ん
の

 
行 

ぎ
ょ
う 

者 
像
」
が
安
置
さ
れ
る
。
一
年
に
一
度
、

じ
ゃ

地
元
の
人
た
ち
で
供
養
さ
れ
て
い
る
と
の

こ
と
。
高
台
か
ら
村
人
を
見
守
り
続
け
る

�
庚
申
さ
ん
�
に
手
を
合
わ
せ
る
。

最
後
に
法
久
院
を
巡
っ
た
。
三
つ
葉
葵

の
紋
が
石
に
刻
ま
れ
た
「
五 
輪  
塔

     

」
が
あ

ご
り
ん
の
と
う

る
。
キ
ノ
コ
の
よ
う
な
形
を
し
た
黒
石
の

間
に
白
い
丸
石
を
重
ね
、
巨
大
な
塔
と

な
っ
て
い
る
。
三
つ
葉
葵
が
二
カ
所
確
認

で
き
る
。

住
職
の
話
に
よ
れ
ば
、
尾
張
藩
の
菩
提

寺
の
建
中
寺
（
名
古
屋
市
）
か
ら
譲
り
受

け
た
も
の
で
、
黒
石
は
尾
張
家
の
直
系
だ

け
が
使
用
す
る
�
伊
豆
石
�
と
の
こ
と
。

「『
こ
の
紋
所
が
目
に
入
ら
ぬ
か
』。
水

戸
黄
門
の 
印  
籠 
と
同
じ
葵
の
御
紋
で
す
ね
。

い
ん 
ろ
う

『
頭
が
高
い
、
控
え
お
ろ
う
』」。「
君
は
助

さ
ん
や
格
さ
ん
と
い
う
よ
り
か
、
う
っ
か

り
八
兵
衛
だ
ろ
」。「
そ
う
言
わ
れ
る
と
自

分
も
思
い
ま
し
た
よ
」。

次
回
に
つ
づ
く
。

五輪塔の中央に「三つ葉葵の紋」

右のお堂に“庚申さん”が安置されている

県
道
南
粕
谷
半
田
線 

文 

東部小 

法久院 

五輪塔 

大山祗神社 

萩の庚申さん 

萩常夜燈 

萩
老
人
憩
の
家 
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日にち　３月７日
場　所　中央公民館本館
　「伝統料理を知ろう！」をテーマに「箱ずしとおこし
ものづくり教室」を開きました。
　卵焼き、かまぼこ、シイタケ、サケを使った色鮮や
かな箱ずしと、練った米粉を鯛や貝の木型に入れて形
を付けて蒸したおこしものを作りました。
　参加した親子は協力しながら、楽しく伝統料理を覚
えました。

箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱ずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずしししししししししししししししししししししとととととととととととととととととととととおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおこここここここここここここここここここここしししししししししししししししししししししももももももももももももももももももももものののののののののののののののののののののづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室チチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンススススススススススススススススススススス教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室

日にち　１月１６日～３月１３日　全６回
場　所　中央公民館本館
　公民館教室の「チアダンス教室」で、受講生たちは
体力づくり、ストレッチ、練習で心地良い汗を流しま
した。
　チアダンスは声を出し、体を動かして、見る人と自
分自身を元気付けるスポーツです。
　回を重ねる度に元気になりました。受講者の中には
チアダンスを始めてから肩こりが治ったという声も。
チアダンスの効能かもしれません。

　

宮
津
村
は
現
在
の
大
字
宮
津
で
す
。
民

家
は
蟹
田
川
の
南
の
寺
社
を
中
心
に
建
ち

並
ん
で
い
ま
し
た
。
南
北
に
通
じ
る
道
路

に
は
い
ず
れ
も
蟹
田
川
に
橋
が
掛
け
ら
れ
、

集
落
と
田
畑
、
他
村
へ
の
往
来
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。

　

人
口
・
戸
数
は
、
文
政
年
間
（
一
八
一

八
年
〜
一
八
三
〇
年
）
に
は
戸
数
百
七
十

二
戸
、
人
口
七
百
四
十
五
人
で
し
た
が
、

現
在
は
戸
数
約
千
五
百
戸
、
人
口
約
四
千

五
百
人
と
大
幅
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

近
年
ま
で
集
落
の
中
央
を
南
北
に
通
じ

る
道
の
両
側
に
は
金
物
屋
、
酒
屋
、
呉
服

屋
、
雑
貨
屋
な
ど
が
建
ち
並
び
隣
村
な
ど

か
ら
多
く
の
人
出
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

畑
の
面
積
が
わ
ず
か
し
か
な
か
っ
た
た

め
、
農
閑
期
に
は 
黒  
鍬  
稼 
ぎ
（
土
木
工
事
）

く
ろ 
く
わ 
か
せ

や
酒
屋
の
サ
カ
ロ
ク（
酒
造
り
）に
雇
わ
れ

て
、
出
掛
け
て
い
き
ま
し
た
。
特
に
サ
カ

ロ
ク
に
は
、
二
戸
に
一
人
が
出
稼
ぎ
に
出

掛
け
、「 
宮  
津  
酒  
六 
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま

み
や 

づ 

さ
か 
ろ
く

し
た
。

　

板
山
村
は
現
在
の
大
字
板
山
で
す
。
村

　

英
比
谷
十
六
カ
村
の
は
な
し

〜
そ
の
三　

宮
津
村
・
板
山
村
の
は
な
し
〜　

の
周
り
は
丘
陵
に
囲
ま
れ
孤
立
し
た
形
の

一
村
と
し
て
ま
と
ま
り
、
集
落
や
耕
地
は

村
の
ほ
ぼ
中
央
を
流
れ
る
福
山
川
に
沿
っ

て
発
達
し
て
い
ま
し
た
。

　

村
を
取
り
囲
む
丘
陵
は
、
ほ
と
ん
ど
藩

が
管
理
す
る
御
林
に
な
っ
て
い
た
の
で
、

村
の
人
々
は
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
が
出

来
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

畑
は
少
な
く
、
砂
ま
じ
り
の
土
の
た
め

に
、
麦
や
大
豆
を
多
く
作
っ
て
い
ま
し
た
。

　

寛
文
年
間
（
一
六
六
一
年
〜
一
六
七
三

年
）
か
ら
文
政
年
間
の
間
に
人
口
が
二
倍

以
上
の
百
二
十
戸
、
四
百
九
十
四
人
と

な
っ
た
た
め
、
田
畑
と
し
て
利
用
可
能
な

場
所
は
次
々
と
開
墾
し
耕
地
を
増
や
し
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
戸
数
に
比
べ
て
耕
地

が
少
な
か
っ
た
た
め
、
他
村
と
同
様
に
農

閑
期
に
は
黒
鍬
稼
ぎ
や
サ
カ
ロ
ク
に
出
掛

け
生
活
を
支
え
て
い
ま
し
た
。

　

次
回
は
「
福
住
村
・
白
沢
村
の
は
な
し
」

で
す
。

（
参
考
『
あ
ぐ
い
の
あ
ゆ
み
』、『
阿
久
比

町
誌
資
料
編
一
』）
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Information

お知らせ  
InformationInformation

6場所：阿久比町保健センター２Ｆ｢機能訓練室｣ 
6内容：認知症の介護をしている方同士で、日ごろの悩みなど 
　　　　を話し合います。勉強会、施設見学なども行います。 

※　日時は変更されることもありますので、 
　電話で確認してください。 
 

6日時：毎月第３水曜日　 
　　　　午後１時３０分～午後３時３０分 

阿久比町認知症介護家族交流会 

 

《　問い合わせ先　》 
阿久比町地域包括支援センター 
fl（４８）１１１１（内３１８・３１９） 

平成２１年 

４月１５日 

７月１５日 

１０月２１日 

１月２０日 

５月２０日 

８月１９日 

１１月１８日 

２月１７日 

６月１７日 

９月１６日 

１２月１６日 

３月１７日 平成２２年 

～～～～～～～～～～ 

�
　

広
報
あ
ぐ
い
に
子
ど
も
の
写
真
を
掲
載

し
ま
せ
ん
か
。

□
必
要
な
物

　

写
真
（
三
歳
以
下
の
子
ど
も
）、
保
護
者

か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
子
ど
も
の
名
前

（
ふ
り
が
な
）・
誕
生
日
・
性
別
・
保
護

者
の
名
前
を
書
い
た
も
の
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

企
画
財
政
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
３
０
３
）

�
　

家
庭
の
経
済
的
な
理
由
で
、
就
学
が
困

難
な
小
、
中
学
校
児
童
・
生
徒
の
保
護
者

の
方
に
、
学
用
品
費
や
学
校
給
食
費
な
ど

を
支
給
し
ま
す
。

□
就
学
援
助
の
対
象
者
（
阿
久
比
町
在
住

の
方
）

〈
準
要
保
護
〉

・　

生
活
保
護
が
停
止
ま
た
は
廃
止
さ
れ

た
方

・　

町
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減
免
さ
れ

た
方

・　

個
人
事
業
税
ま
た
は
固
定
資
産
税
が

減
免
さ
れ
た
方

・　

国
民
年
金
の
保
険
料
が
免
除
ま
た
は

国
民
健
康
保
険
税
が
減
免
さ
れ
た
方

・　

児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
た
方

・　

生
活
福
祉
資
金
の
貸
し
付
け
を
受
け

た
方

・　

そ
の
ほ
か
経
済
的
理
由
で
困
っ
て
い

る
方
で
、
教
育
委
員
会
が
援
助
を
必
要

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

と
認
め
た
方

〈
要
保
護
〉

・　

生
活
保
護
世
帯

□
就
学
援
助
の
内
容

□
申
請
方
法

　

準
要
保
護
の
方
は
、
児
童
・
生
徒
の
在

学
す
る
学
校
ま
た
は
学
校
教
育
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※　

添
付
書
類
と
し
て
所
得
証
明
書
な
ど

　

が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

要
保
護
の
方
で
、
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
世
帯
の
方
は
住
民
福
祉
課
に
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

学
校
教
育
課　

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
０
５
）

支　給　内　容対　象　者項　　目

学用品費・通学用品費
校外活動費（宿泊を伴わない）準要保護学用品費

小・中学校に入学する者が通常必要とする
学用品費および通学用品費

準要保護　小学１年生
　　　　　中学１年生

新入学児童・
生徒学用品費

児童・生徒が修学旅行に参加するため直接
必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真
代、医薬品、旅行傷害保険料の費用

準要・要保護　小学６年生
　　　　　　　中学３年生修学旅行費

学校が保護者から徴収する給食費の全額準要保護学校給食費

学校保健法施行令第７条に定める疾病にお
ける自己負担額準要保護医療費

校外活動費（宿泊を伴うもの）・キャンプな
どに参加するため直接必要な費用

準要保護　小学５年生
　　　　　中学１・２年生校外活動費
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�□
勤
務
場
所　

町
立
中
央
公
民
館

□
勤
務
内
容

　

公
民
館
受
付
、
管
理
、
講
座
補
助
な
ど

□
募
集
人
員　

一
人

□
勤
務
期
間　

五
月
一
日
〜
九
月
三
十
日

□
勤
務
時
間

月
曜
日
〜
金
曜
日　

午
前
八
時
半
〜
午

後
零
時
半
（
一
日
四
時
間
程
度
）

□
賃　

金

七
百
五
十
円
（
時
間
給
）、
交
通
費
月
額

二
千
円
（
月
十
日
以
上
勤
務
で
勤
務
地

ま
で
二
キ
ロ
以
上
の
場
合
）

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


□
応
募
資
格

年
齢
六
十
四
歳
（
平
成
二
十
一
年
四
月

一
日
現
在
）
ま
で
の
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン

操
作
が
で
き
る
方
（
六
十
五
歳
定
年
）

□
試　
　

験　

面
接
試
験
（
後
日
連
絡
）

□
提
出
書
類　

　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
・
写
真
添
付
）

□
申
込
期
限　

四
月
十
五
日（
水
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
教
育
課
公
民
館
係　

�（
４
８
）１

　

１
１
１（
内
２
６
０
）

�
　

自
衛
官
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

�

�

�

�

�

�

□
問
い
合
わ
せ
先

　

自
衛
隊
半
田
地
域
事
務
所　

�（
２
１
）０
０
０
４

　

H
P　

http://www.mod.go.jp/pco/aichi/

�

 

□
日　

時　

五
月
二
十
三
日
と
二
十
四
日

　

の
二
日
間　

一
日
目
は
午
前
九
時
十
分

　

〜
午
後
四
時
半
、
二
日
目
は
午
前
九
時

　

十
分
〜
午
後
三
時
四
十
分

□
場　

所　

県
立
高
浜
高
等
技
術
専
門
校

□
対　

象　

第
二
種
電
気
工
事
士
の
取
得

　

を
目
指
す
方

□
定　

員　

十
人

□
受
講
料　

二
千
三
百
円
（
テ
キ
ス
ト
・

材
料
代
は
別
途
一
万
円
程
度
）

□
募
集
期
間　

四
月
六
日
〜
二
十
七
日

□
問
い
合
わ
せ
先　

県
立
高
浜
高
等
技
術

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


専
門
校　

�
０
５
６
６（
５
３
）０
０
３
１

�

 

□
日　

時　

五
月
九
日
〜
九
月
八
日　

毎

　

週
日
曜
日
、
火
曜
日
、
水
曜
日
、
金
曜

　

日
、
土
曜
日
の
午
前
九
時
半
〜
午
後
四

　

時
半

□
場　

所　

株
式
会
社
ク
レ
ア
安
心
福
祉

　
（
安
城
市
高
棚
町
東
山　

）
８３

□
内　

容　

介
護
現
場
で
必
要
な
資
格
を

取
得
し
、
正
し
い
倫
理
、
知
識
、
技
術

を
身
に
付
け
る
。

□
対　

象　

身
体
障
害
者
（
軽
度
な
方
）、

知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者

□
定　

員　

七
人
（
面
接
で
選
考
）

□
受
講
料　

無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
五
千
四

百
円
）

□
問
い
合
わ
せ
先　

愛
知
障
害
者
職
業
能

力
開
発
校　

�
０
５
３
３（
９
３
）２
１

０
２

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�

�

�

�

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

　平成２１年度タクシー料金助成券の支給
を４月１日から行います。次のものを持
参してください。

○継続の方
　証明書（タクシー料金助成券登録時に作
成したもの）、印鑑

○新規の方（満７０歳以上の方）
　本人の写真（３cm×２．５cm）、印鑑、生
年月日の分かるもの（免許証など）

□問い合わせ先　保険課介護保険係
　　　　　　　�（４８）１１１１（内２２８・２９０）

高高高高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者者者者者タタタタタタタタタタタタタタククククククククククククククシシシシシシシシシシシシシシーーーーーーーーーーーーーー料料料料料料料料料料料料料料金金金金金金金金金金金金金金高齢者タクシー料金助助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成成券券券券券券券券券券券券券券助成券ののののののののののののののの
交交交交交交交交交交交交交交交付付付付付付付付付付付付付付をををををををををををををを付を行行行行行行行行行行行行行行いいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままますすすすすすすすすすすすすす行います

Information

試験期日受付期間受験資格募集種目

1 次　５月１６日（土）、１７日
（日）（１７日は飛行要員のみ）
２次　６月１６日（火）～１８日
（木）のうち指定する１日
３次　７月１５日（水）～８月
６日（木）（飛行要員のみ）４月１日（水）　

～５月 １２ 日（火）

平成２２年４月１日現在、２０
歳以上２６歳未満の方（２２歳
未満は大卒（見込含））、大
学院修士学位取得者（海上
技術幹部候補生志願者は、
理工学修士学位取得者に
限る）および自衛官は２８歳
未満の方

一般
技術

幹部
候補生

１次　５月１６日（土）
２次　６月１６日（火）～
１８日（木）のうち指定す
る１日

平成２２年４月１日現在、
専門の大卒（見込含）２０
歳以上３０歳未満の方
（薬剤は２６歳未満の方
（薬学修士学位取得者
は２８歳未満））

歯科
薬剤

今今月月のの納納税税ななどど
固定資産税　

全・１期分都市計画税　　　　　　

納期限は
４月３０日（木）です。

※口座振替の方は、口座の残高確認を
　お願いします。
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■発行／阿久比町（〒４７０－２２９２　愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越５０　�０５６９－４８－１１１１）編集／総務部企画財政課
■阿久比町ホームページ  ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｏｗｎ．ａｇｕｉ．ｌｇ．ｊｐ
資源を大切に！この用紙は再生紙を使用しています。

広報あぐいを声の広報ボランティア「あいうえお」が CD録音しています。
ぜひご利用ください。
■問い合わせ先　阿久比町社会福祉協議会・ボランティアセンター�（４８）１１１１

阿久比町民憲章
アグピー 

阿久比町 
マスコットキャラクター 

　わたしたち阿久比町民は、ここに町民憲章を定
め、よりよい町づくりに努めることを誓います。
◎ホタル飛びかう、豊かな自然を守ります。
◎歴史と伝統を守り、教養を高めます。
◎スポーツに親しみ、健康で明るい家庭をつくり
ます。
◎オアシス運動をすすめ、笑顔あふれるまちをつ
くります。
◎ボランティア活動に、すすんで参加します。

世帯数　 ８，４６６　　（　５）

人　口　２５，０７０人（　１０）

　男　　１２，４１１人（　７）

　女　　１２，６５９人（　３）

（　　）は前月との増減数

２月中の異動

　出生　２０　転入　  ９６

　死亡　２２　転出　  ８４

平成２１年３月１日現在

人 口 と 世 帯

レジ袋有料化に取り組みます
　町ではレジ袋を減らすため、５月１日 (金 ) からレジ袋
有料化に取り組みます。町内のレジ袋有料化取組店では、
レジ袋の無料配布を行わず、希望される方には有料で販
売することになります。
　レジ袋有料化取組店は、ポスターやのぼりでお知らせ
します。

マイバッグで買い物をしましょう
　買い物をするときは、マイバッグを持参して、ムダな
レジ袋は断りましょう。
　レジかごサイズのもの、折りたたみタイプのものなど、
マイバッグの機能や種類は豊富です。買い物や出掛ける
際に、自分に合ったものを選んで楽しく使いましょう。
　マナーとして、店に入ったら、必ず店のかごに品物を
入れて、レジまで持って行きましょう。

レジ袋有料化取組店
　アピタ・ユーホーム阿久比店、ピアゴ阿久比北店、モ
ンマルシェ、白沢ドラッグ阿久比店、グリーンプラザあ
ぐい、※あさひだるま阿久比店、※酒倉庫キャラバン阿
久比店、※榊屋　※はすでに有料化に取り組んでいる店舗
（平成 ２１ 年３月 １８ 日現在）
□問い合わせ先　環境衛生課環境係
　　　　　　　　�（４８）１１１１（内３１７・３１０）

レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジ袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化
5月1日から


